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　第一部では九鬼正光弁護士が「通りすがりの変な

おじさん」に扮し、マンションについての様々な疑

問を専門家に質問するという寸劇形式で行いまし

た。

　「変なおじさん」は、管理組合の役割、理事長の

権限、管理会社の業務内容、共用部と専有部の工

事、大規模修繕工事の費用、エレベーターのメンテ

ナンスなど、建物や管理に関しての素朴な疑問を問

いかけ、これに対し松山功一級建築士、田島政幸マ

ンション管理士が分かりやすく回答しました。

　第二部では参加者からの質問を受けながら、住み

心地のいいマンションについて考えました。最後に

まとめとして、九鬼弁護士が講評（２面）を述べま

した。

			   ◇

【Ｑ＆Ａの一例】

おじさん　マンションは自分の部屋は自由に工事

しても良いんでしょう。

田島　内装部分に関しては基本的には自由に工事

ができます。ただし、共用部に該当する部分につい

ては原則自由に工事ができません。例えば幹にな

る給水管や排水管あとは躯体といわれるマンショ

ンの構造部分です。隣

の住戸との間のコンク

リート壁についても昔

は壁芯基準といって共

用部の境界が壁の中

心部であることで問題

になりましたが、現在

は上塗り基準を用いて

いるマンションがほと

んどですので、コンク

リート壁自体に手を加えることはできません。

松山　その通りです。例えば、古いマンションでは、

当時住戸内のすべての部屋にクーラーを設置する

ことを想定せず建築設計をしていました。そんなマ

ンションでは、クーラースリーブ（クーラー室外機

を冷媒管でつなぐ壁に空いた穴）がないため、新し

くコンクリート壁を開けたいと要望がありますが、

勝手に出来ないと考えておいてください。
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　集改センターでは６月 25日、「well-being なマン

ションとは～住み心地のよいマンションについて専

門家と話す会～」と題し、「第 15回新時代のマンショ

ンセミナー＆ワークショップ」を ZOOM によるオンラ

イン配信方式で開催しました。

well-beingなマンションとは？
第 15 回新時代のマンションセミナーをオンラインで開催

終了後、全員で記念撮影

「変なおじさん」が質問
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　話をお聞きしてい

て、皆さんは「世代交

代」を気にしておられ

ると感じました。具体

的には「理事の後継者

をどうするか」「マン

ション管理組合内に

おけるコミュニケー

ション」が大きな課題

になっていると思います。世代交代の問題は日

本全体の問題でもあります。

　世代交代については、わりあい楽観的に考え

ています。今の 60代、70代の人と、30代、40

代の人は感覚、感性が違います。視点がまず違

いますから、同じ感性を持つことを期待しても

無理かと思います。

　若い人でも今後のことを真剣に考えている

方はたくさんおられますので、高齢者の見方と

は異なる観点を持って管理組合の仕事、理事の

仕事をやっていかれるものと思います。

マンションは民主主義の秤

　ただ、最近問題になっているクレイマーとか

モンスターとか言われる人たちにまず立ち向

かうのは管理会社のフロントマンです。そのフ

ロントマンがさばき切れなかったら、私のほう

に話が来ます。これはよくメールで来るのです

が、メールでの相談は状況が把握しにくくなか

なか厄介です。

　管理組合がかかえる問題は日本社会の縮図

のようにも見えます。

　私の師匠にあたる元マンション問題研究会

代表の先田政弘さんは「マンションは民主主義

の秤（はかり）である」とよく言っておられま

した。マンションが成熟していくことは、日本

の民主主義が成熟していくことにつながりま

す。

　日本の民主主義がまだまだなら、管理組合の

民主主義もなかなか成熟しません。

世代交代への準備

　今の皆様の管理組合における立ち位置につ

いては、自信を持って続けられて大丈夫です。

後継者はそれぞれのマンションから必ず出て

来るはずです。それを信じて若い人たちに期待

しましょう。

　私も世代交代を考えて、いまマンションのこ

とを専門的にやろうとしている若手弁護士４

人と勉強会をしています。この人たちは私の事

務所で勤務していたとかではありません。たま

たまマンション問題に興味を持って、集まって

きた人たちです。この若手弁護士４人と２か月

に１回勉強会をしています。

　私は８年前にホームページでブログを書き

出し、ブログ本数は合計 150 本ぐらいになりま

した。それは私の「遺言」として書き始めまし

た。まだこの世にいるうちは、まだまだ書き続

けるつもりです。さすがに最近では書くスピー

ドが遅くなり、本数が減ってきていますが、200

本を目指して書き続けたいと思います。

　今日はちょっと羽目を外して、変なおっさん

から良いおっさんになり、しゃべり過ぎた感が

ありますが、どうぞご容赦いただき、向後万端

(きょうこうばんたん )引き立って、宜しゅう

おたの申します。

　当センター会員で顧問弁護士の九

鬼正光氏は令和４年７月 20日、ご病

気のため72歳で急逝されました。 葬

儀・告別式は７月24日、堺市西区鳳中

町の邸宅葬とこしえで営まれました。 

ご冥福をお祈りするとともに、謹んで

お知らせ申し上げます。

九鬼正光氏は永眠されました

九鬼正光弁護士

九鬼弁護士の講評　　
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BeforeAfter

“居ながら施工”で あっという間に 快適な暮らしへ！

LIXILリニューアルのサッシ・玄関ドア『カバー改修』

Before After

お電話での
お問合せはこちら

06‐6390‐5205
受付時間 平日9:00～17:00

Webからの
お問合せはこちら 関西支店

大阪市淀川区西中島3-10-11LIXIL新大阪ビル8F

窓リフォーム 玄関リフォーム
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九鬼正光先生を悼む
NPO 法人集合住宅改善センター　代表理事　松山　功

　NPO集改センターの設立当初から顧問を務め

ていただいた、正会員で弁護士の九鬼正光先生

が７月に急逝されました。私が一報を聞いた時

は、驚きと落胆の気持ちを隠すことができず大

声で叫んでいました。今でも信じられない気持

ちでいっぱいです。

　６月に開催しました公開セミナーでは、お元

気な姿で「変なおじさん」に扮し、参加者の笑

いを取りながらセミナーを進行していただき

ました。突然の訃報は、本当に残念で悔しくて

なりません。今でもその時のお姿が脳裏に浮か

んでまいります。

　九鬼先生と私は、大阪の南方面のどちらかと

いうと下町育ちで、年の差は５つほどあります

が、大阪人として同じ感性を持ち合わした者同

士で気さくなお付き合いをさせていただいて

いました。

　集改センターでは、法律のご意見番役とし

ていろいろとお教えいただきました。数少ない

マンション関係に詳しい弁護士としてご活躍

されていただけに、活動を共にする仲間がいな

くなるだけでなく、貴重な人材を失ったことは

痛恨のきわみです。また、全ての会員にとって

も、親しみやすいお人柄の相談者を失ったこと

は、惜しんでなお余りあるものです。

　悼む言葉は限りなくありますが、偉大な九鬼

先生の功績を残された仲間で引き継いでいく

ことが、ご供養にもなり恩返しにもなるものと

心に刻み、集改センターの活動を続けてまいり

ます。

　九鬼先生、どうか見守っていてください。そ

して安らかにお眠りください。 


